
元京都市立植柳小学校跡地の活用事業に関する基本協定書

元京都市立植柳小学校は,平安京の遷都 とともに開かれ,本願寺の門前町として発

展 してきた歴史ある地域において,明治 2年,先人達が英知 と努力を結集 し,未来の

京都の輝か しいまちづ くりを目指 し,「 まちづ くりは人づ くりから」 との信念の下 ,

地域住民の寄付により,日 本初の学区制小学校である「番組小学校」の一つ として開

校 した。このような自治の精神は,今 も植柳地域に息づき,元京者「市立植柳小学校は ,

閉校後もなお,ま ちづくりの拠点 として重要な役割を果た している。

また,こ こ京都は, 1200年 を超える悠久の歴史に育まれ,今 日もなお, 日本の

伝統 。文化が生き続け,創造的な発展をし続ける世界でも稀有な歴史都市であるとと

もに,文化芸術を基軸 として,産業,観光,教育などあらゆる分野を融合する新たな

価値を創造する日本の文化首都である。

京者「市と安田不動産株式会社は,元京都市立植柳小学校の果たしてきた役害Jと 京都の

持つ歴史的 。文化的な特性を踏まえ,世界に向けて新たな京都の魅力を発信 し,地域

と共に京都ならではの価値を生かすまちづ くりを深化 させるパー トナー として,元京

都市立植柳小学校の敷地 (以下 「本件跡地」とい う。)の活用事業に誠実に取 り組むた

め,こ の協定を締結することとする。

この協定の締結を証するため,本書 2通を作成 し,両者それぞれ署名捺印の うえ,

各 自1通 を保有する。
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京者「市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番 地

京都市

代表者 京者「市長 門川大作

東京都千代田区神 田錦町二丁 目11番地

安田不動産株式会社

代表者 代表取締役 中川雅弘



(趣 旨)

第 1条 本協定は,甲 が実施する本件跡地の活用事業について,乙が優先交渉権を有

する契約候補事業者 として選定されたことを確認するとともに,甲及び乙が相互に

協力 し,本件跡地に関する一般定期借地権設定契約 (以 下 「貸付契約」 とい う。)

の締結に向けた協議の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(協定期間)

第 2条 本協定の有効期間は,協定の締結の 日から,貸付契約の締結の 日までとする。

(信義誠実の原則 )

第 3条 甲及び乙は,信義を重ん じ,誠実に本協定を遵守 しなければならない。

2 乙は,契約候補事業者の選定に当た り提案した内容について,確実に履行するよう

努めなければならないc

(事前協議会の開催 )

第 4条  甲及び乙は,本件跡地の活用事業の実施について,植柳 自治連合会 (以下「丙」

とい う。)の意見を聴取するため, 甲,乙及び丙で構成する協議会 (以 下 「事前協

議会」 とい う。)を 開催する。

2 事前協議会における協議事項は,次に掲げるものとする。

(11 本件跡地の活用に係 る具体的な活用計画

(a 自治活動の継続,避難所の機能の確保その他本件跡地の活用に係る施設の整備 ,

運営等に関する具体的な内容

(3 前 2号に掲げるもののほか,本件跡地の活用事業の実施に関し必要な事項

3 乙は,事前協議会において,甲 及び丙に対 し,本件跡地の活用計画について,具

体的に説明し,必要な資料を作成 しなければならない。

4 乙は,事前協議会において,甲及び丙が疑義又は意見を述べたときは,こ れに対

し,誠実に説明し,活用計画の見直 し,解決策の提示その他必要な措置を講 じ,甲

乙丙協議の上、方針を決定するものとする。

5 事前協議会において,必要がある場合は,関係行政機関,学識経験者その他の者

から意見の聴取を行 うものとする。

6 事前協議会は,公開しないものとする。

(そ の他の協議等 )

第 5条  甲及び乙は,前条第 2項各号に掲げるもののほか,貸付契約の締結に関し,

次に掲げる事項について,協議するものとするc

(1)貸付料の金額並びに支払の時期及び方法

(劾 契約の期間

0 公正証書の作成その他の契約締結の方法
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